
北東アジアの環境協力の強化に求められる２つの「外的」要因 

――メコン地域と東南アジアの経験から―― 

横 田 将 志 

要旨 

 北東アジアの環境協力は、環境被害をもたらす行為や物質を規制できていないだ

けではなく、法的拘束力を伴わず、制度的に弱い状況にある。東アジアを１つの

リージョンとして捉えた場合、北東アジア、東南アジア、およびメコン地域は、サ

ブリージョンに該当し、かつ域内諸国間の関係に相似性が認められる。東南アジア

は、域外諸国も参加する国際組織の関与によって、法的拘束力をもつ環境協定の形

成に至った。メコン地域は、開発推進という規範を基礎に、環境被害を引き起こす

行為を規制可能とする制度を導入した。これらの点から、北東アジアの環境協力の

強化に、①開発、②非サブリージョン・アクター、というサブリージョンにおける

環境協力の「外部」にある２点が寄与すると考えられる。 

キーワード：地域環境協力、北東アジア、東南アジア、メコン地域、東アジアのサ

ブリージョン 

１．はじめに 

 東および北はロシア極東から、西はミャン

マー、南はインドネシアに至る地理的範囲を

「東アジア」という１つのリージョン

（region, 地域）として捉えた場合、日中韓

３か国を中心とする「北東アジア」と東南ア

ジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国から成る

「東南アジア」を、それぞれサブリージョン

（subregion, 準地域、下位地域）として位

置づけることができる。また、東南アジア大

陸部を貫くように流れるメコン河の流域に位

置する諸国によって構成される空間も１つの

サブリージョンとして理解することが可能で

あり、これは一般に、「メコン地域」と呼称

される（図１、図２）。 

 このうち、北東アジアでは、1990 年代か

ら、環境問題を対象とした地域協力が実施さ

れてきた。この動きは、中国を筆頭とする域

内各国における急速な開発と経済成長の進展

に伴う環境被害の発生と深刻化を背景とする

ものであり、その解決に向けて、サブリー

ジョン・レベルにおける協力が求められるこ

とに由来する。 

 北東アジアにおける環境協力は、これまで

に約 30 年の歴史を重ねてきたが、環境協力

の先進地域とされる欧州でみられるような域

内各国の政府による法的拘束力を伴った条約

や議定書の形成、それらに基づく原因物質の

排出規制や削減の実施、そしてその結果とし

ての環境被害の予防や改善・解決を得る段階

までたどり着くことができていない。本来果

たすべき協力の目的を達成できずにいるだけ

ではなく、それに必要な基盤の整備や取り組

みが実施をできていない状況にある。 

 それでは、北東アジアにおいて、環境問題

の改善や解決に結びつく地域協力を実現する

ためには、どうすればよいのだろうか。本稿 
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図１ リージョンとサブリージョンの概念 

（出典）筆者作成。 

図２ 東アジアのサブリージョン 

（出典）筆者作成。 

では、このような問題意識に基づき、北東ア

ジアと同じく東アジアのサブリージョンであ

り、域内諸国間で政治・経済体制の相違が見

られ、かつ歴史的背景や領土問題から対立関

係の残存する東南アジアおよびメコン地域に

おける環境協力の経験から、北東アジアの環

境協力の強化に、①開発の必要性に関する共

通理解、②非サブリージョン・アクターの関

与、というサブリージョン・レベルにおける

環境協力という観点に立つと、「外部」に位

置すると理解できる２点が寄与すると考えら

れることについて論じていく。 

 次節では、北東アジアで行われてきた環境

協力の概略を示し、そこでは環境被害の回避

や軽減、予防、改善、そして解決に求められ

る制度や取り組みが不十分であることを見て

いく。続く第３節は、メコン河の水資源を対

象とした地域協力の展開を取り上げ、環境保

全に向けた取り組みの強化にとって、相反す

る概念とも捉えられる開発の必要性について

の共通理解が基盤として機能し得ることを読

み解く。第４節においては、東南アジアの

10 か国が加盟するＡＳＥＡＮのもとで展開

されてきた越境大気汚染問題対策の動きから、

域内各国政府や域内諸国のみが参加する政府

間国際組織（ＩＧＯ）ではなく、域外諸国を

含む国際組織を筆頭とする「非サブリージョ

ン・アクター」（non-subregional actor）が

サブリージョン・レベルにおける環境協力の

制度強化に大きく貢献してきたことを見てい

く。

２．北東アジアにおける環境協力とその弱 

さ 

 北東アジアで行われてきた環境協力の展開

を観察すると、ある特定の環境問題のみを対

象として、サブリージョン・レベルの政府間

の枠組みがつくられ、そのもとで協力が行わ

れてきたことが見てとれる。本節では、その 
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概要と制度的弱さについて、酸性雨をはじめ

とする越境大気汚染問題を対象とした協力に

焦点を当て、確認していく。 

 北東アジアで見られる数多くの環境協力の

なかで、最も進展しているものは、酸性雨を

中心とする越境大気汚染問題に関するもので

ある。日本や韓国で観測される酸性雨は、中

国国内で排出された硫黄酸化物（ＳＯＸ）や

窒素酸化物（ＮＯＸ）が主たる原因となって

きた。このため、日韓両国の酸性雨を解決す

るためには、中国国内における原因物質の排

出規制や削減といった取り組みが不可欠であ

る。このような背景のなか、日中韓３か国政

府は 1990 年代から、越境大気汚染問題に関

する地域協力を実施してきた。 

 北東アジア諸国による越境大気汚染問題を

対象とした協力は、①東アジア酸性雨モニタ

リングネットワーク（ＥＡＮＥＴ）、②北東

アジア長距離移動大気汚染物質共同研究プロ

ジェクト（ＬＴＰ）、③北東アジア環境協力

プログラム（ＮＥＡＳＰＥＣ）、という３つ

の政府間の枠組みにおいて行われてきた。こ

こからは、これら３つの概要、活動内容、お

よび成果について述べていくとともに、欧州

における越境大気汚染問題を対象とした政府

間協力を参照し、北東アジアでの協力に制度

面での弱さが見られることを指摘する。 

 ＥＡＮＥＴは、1998 年４月から試行稼働

を、2001 年１月に本格稼働を開始した政府

間のネットワークであり、東アジアの 13 か

国1)が参加している。そのなかでは、目的と

して、①東アジアにおける酸性雨問題の状況

に関する共通理解の形成、②酸性雨による環

境への悪影響を防ぐための国家および地域レ

ベルでの政策決定に有益な情報の提供、③参

加国間での酸性雨問題に関する協力の推進、

の３点が掲げられている2)。東南アジアの 10

か国も参加し、かつ東アジア全体の酸性雨問

題への対応が目的として謳われているが、Ｅ

ＡＮＥＴの焦点は、北東アジアの酸性雨問題

に置かれている3)。ＥＡＮＥＴでは、これま

でに、①酸性雨モニタリング、②データの収

集・評価・保管・提供、③精度保証／精度管

理（ＱＡ／ＱＣ）、④技術支援・研修、⑤調

査研究活動、⑥普及啓発活動、の６点に関す

る取り組みが行われてきた。その結果、①酸

性雨モニタリングのガイドライン・マニュア

ル・研究教材の作成、②モニタリング技術の

向上、③モニタリング地域の拡大、④高品質

モニタリングデータの集積、⑤科学的知見の

蓄積、⑥モニタリング状況・結果に関する報

告書の発行、⑦酸性雨問題に関する意識向上、

といった成果が得られてきた。 

 ＬＴＰは、中国、日本、および韓国の３か

国が参加する政府間のプロジェクトであり、

1995 年９月に韓国のソウルで実施された

ワークショップを起源とし、韓国政府のイニ

シアチブのもと、1999 年から正式な活動が

始まった4)。ＬＴＰの活動は、越境大気汚染

物質のモニタリングおよびモデリングに関す

るものが中心となっている。①北東アジアに

おける大気汚染物質の長距離越境移動の状況

把握、②大気汚染物質の長距離越境移動によ

る悪影響の予防、という２つの目的のもとで、

共同研究に必要な基盤構築や大気汚染物質の

排出に関するデータベースの形成、モニタリ

ングシステムの開発にはじまり、共同研究の

実施、ならびに大気汚染物質の排出状況と排

出による影響の予測を経て、大気汚染物質に

関するデータの更新やモニタリングデータの

分析5)、大気汚染物質の排出と沈着の関係の

解析へと活動内容を拡充させてきた。ＬＴＰ

においては、大気汚染物質のモニタリングや

モデリング、共同研究の基盤整備と実施をと

おして、北東アジアの越境大気汚染の現状と

影響についての知見を充実させる成果がもた

らされてきた。 

 ＮＥＡＳＰＥＣは、中国、北朝鮮、日本、

モンゴル、韓国、そしてロシアの６か国が参

加する政府間の協力プログラムである。

1992 年に開催された国連環境開発会議（Ｕ

ＮＣＥＤ）のフォローアップとして、国連ア
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ジア太平洋経済社会委員会（ＥＣＯＳＯＣ）

の支援を受けて、1993年に発足した6)。北東

アジア地域での環境協力の促進を目指して、

越境大気汚染問題をはじめとする５つの環境

問題を対象とした7)。ＮＥＡＳＰＥＣにおけ

る越境大気汚染問題を対象とした取り組みは、

今後本格化していく予定である。「北東アジ

ア・クリーン・エア・パートナーシップ」が

実施され、このなかでは、越境大気汚染物質

のモデリングや排出インベントリー、排出予

測、排出と沈着に関するモデリングなどが行

われていく予定となっている。 

 ここまで見てきた点を踏まえると、北東ア

ジアの環境協力は、環境問題に専従の政府間

の枠組みにおいて行われてきた一方で、その

予防や解決に必要な規制がまだ導入されてい

ない状況にあることが把握できる。北東アジ

アの越境大気汚染問題に関する協力は、ＥＡ

ＮＥＴ、ＬＴＰ、およびＮＥＡＳＰＥＣの３

つを中心とし、いずれも、酸性雨の降雨状況

の観測（モニタリング）と原因物質の大気中

の移動状況の観測・予測（モデリング）を軸

とした取り組みにとどまっている。酸性雨の

原因物質であるＳＯＸやＮＯＸの排出規制を

実施する段階にはまだ至っていない。このた

め、問題の現状把握に資するが、問題の回避

や改善・解決に直結したものだとは言い難い。

なぜなら、環境問題の回避や解決には、その

原因となる物質や行為の規制が肝要なためで

ある。 

 加えて、北東アジアの越境大気汚染問題に

関する協力は、参加国の任意で行われている

ものである。ＥＡＮＥＴもＬＴＰもＮＥＡＳ

ＰＥＣも、参加各国にモニタリングやモデリ

ングの実施を義務づけるために必要な法的拘

束力の伴った取り極めを有していない。特に、

ＥＡＮＥＴに関して言えば、法的拘束力の導

入を注意深く回避してきた経緯をもつ8)。 

 欧州では、酸性雨をはじめとする越境大気

汚染問題に関する地域協力に際して、法的拘

束力を有する「長距離越境大気汚染条約」

（ＬＲＴＡＰ条約）を締結し、そのもとで、

原因物質の排出削減を定めた議定書を採択し、

問題解決に向けた取り組みを強化してきた9)。

参加各国がＳＯＸやＮＯＸといった原因物質

の排出削減の義務を負う状況が整えられてい

る。欧州は、このような制度のもとで、酸性

雨状況の大幅緩和を成し遂げてきた10)。 

 北東アジアと欧州を比較すると、前者での

環境協力が制度的に弱い状態にあることが見

てとれる。越境大気汚染問題を対象とした協

力の実施に当たり、欧州は法的拘束力を伴う

文書を有している一方で、北東アジアはそれ

をもたない。後者での環境協力は、任意の活

動に留まり、その実効性を担保する制度が

整っていない状況に留め置かれていると指摘

できる。 

 

 

３．メコン地域における環境協力の強化と開

発 

 

 北東アジアと同じく東アジアのサブリー

ジョンに位置づけられるメコン地域には、カ

ンボジア、ラオス、タイ、およびベトナムに

よる政府間組織である「メコン河委員会」

（ＭＲＣ）が存在する。ＭＲＣにおいては、

環境プログラムが設けられ、これに基づいた

水資源、森林、および生態系の保全に向けた

参加国間での協力が行われてきた。しかしな

がら、ＭＲＣは、環境保全のみを目的とした

組織ではない。メコン河の水資源の開発や利

用の推進を目指す側面も色濃く見られる。 

 ＭＲＣは、「メコン委員会」を源流とする

政府間組織である。メコン委員会は、国連ア

ジア極東経済委員会（ＥＣＡＦＥ）11)のイニ

シアチブのもと、メコン河の水資源の開発と

利用をとおした地域の発展の実現とこれに基

づく地域の安定を目指して、1957年 10月に

発足した12)。その後、インドシナ情勢の悪化

やラオスおよびベトナムの共産化、クメー

ル・ルージュ政権の発足に伴うカンボジアの
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離脱を受けて、1977 年４月にラオス、タイ、

ならびにベトナムの３か国による「暫定メコ

ン委員会」へと衣替えが図られた。冷戦終結

後の 1991 年６月にカンボジア政府がメコン

委員会への復帰を表明し、同年 10 月にカン

ボジア和平が実現すると、メコン委員会の復

活に向けた動きが始まり、その後の国連開発

計画（ＵＮＤＰ）の支援を受けた交渉を経て、

1995年４月に現在のＭＲＣが設立された。 

 メコン河の水資源を対象とする新たな政府

間組織としてセットアップされたＭＲＣでは、

その前身であり、水資源の単なる開発と利用

だけに焦点を当てたメコン委員会とは異なり、

持続可能な水資源の開発と利用が規範とされ、

環境保全にも注力していくこととされた。Ｍ

ＲＣの設立文書であり、活動の根拠にもなっ

ている「1995 年メコン協定」の第３章では、

加盟各国に対して、流域開発、水資源利用、

ならびに汚染による自然環境や天然資源、水

質、および生態系への悪影響からの保護を行

うよう要請している。また、同協定の第７章

は、流域開発や廃棄物・汚水の投入による水

質・水量、生態系、自然環境への悪影響の回

避、最小化、ならびに軽減に向けて努力する

よう定めている13)。 

 このようなメコン河下流域に位置する４か

国の政府間による取り極めに基づいて行われ

てきたＭＲＣの環境協力プログラムにおいて

は、①メコン河の健全性維持、②環境の視点

に基づいた持続可能なメコン河流域開発の実

現、③新たな環境問題への対応実現、の３点

が目的とされた14)。そして、メコン河の水

質・水量・水生生態系、流域の開発・生態

系・生物多様性・住民生活、湿地、ならびに

新たな環境問題15)を対象として、①環境・社

会状況のモニタリング16)、②環境影響評価ガ

イドラインの策定と適用17)、③新たな環境問

題への対応と他の協力体との協力18)、④地域

での環境協力に必要なキャパシティーと環境

意識の向上19)、の４つの取り組みが実施され

てきた20)。 

 このように、ＭＲＣの環境プログラムは、

モニタリングの実施やガイドラインの策定・

適用、キャパシティー・ビルディングの実施

から構成されており、活動内容の面において、

前節で見た北東アジアにおける各環境協力と

大きな差異はない。いずれも、対象とする環

境問題の現状に関する共通理解の形成を図る

ことには資するが、問題の回避や解決に直結

するものではない。その一方で、ＭＲＣには、

水資源そのものや水質、生態系に悪影響を与

えるおそれのある行為の回避を可能とする規

制的な制度も存在している。 

 ＭＲＣは、水資源の持続可能な開発を規範

としているが、その前提として、参加各国は、

メコン委員会の時代からメコン河流域の自然

環境と生態系の保護・保全が必要であるとの

認識を有してきた。現在のＭＲＣの発足に向

けたプロセスのなかでは、メコン河の水資源

の開発や利用に当たって、環境保全を第一と

し、その実現に取り組む姿勢を一層明確に示

すようになった21)。 

 このような認識と姿勢に基づいて、ＭＲＣ

においては、流域の自然環境の保全に必要な

開発の規制を可能とする制度が導入された。

メコン河の水資源の開発・利用計画を実施に

移す際、参加国は次のような手続きを経る必

要がある。 

 メコン地域は、１年を大きく雨季と乾季に

分けられる。このうち、乾季の間のメコン河

本流における水資源の開発・利用に当たって

は、メコン河からチャオプラヤー河流域と

いった他の流域へと分水嶺をまたぐかたちと

なる場合22)、実施前にすべての参加国の間で

の合意が求められる。分水嶺をまたがない場

合は、全参加国による事前協議の実施が義務

づけられている。事前協議の実施は、雨季に

おいても、分水嶺をまたぐ水資源の開発・利

用を行う際には、実施が必要となる。なお、

雨季における分水嶺を超えない範囲での水資

源の開発・利用、ならびにメコン河の支流に

おける水資源の開発・利用は、季節を問わず、
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ＭＲＣ事務局への通告のみで実施することが

可能とされている（図３）。 

 

図３ ＭＲＣにおいて求められる水資源開 

発に係る手続き 
 

 
 

（出典）Mekong River Commission, Procedures for 

Notification, Prior Consultation and 

Agreement (PNPCA), December 2016, p. 2

より筆者作成。 

 

 ＭＲＣではこのように、ある一国による水

資源の開発・利用が他国、特に、ダム建設や

取水といった行為が行われる地点より下流に

位置する国の自然環境に否定的な影響を及ぼ

すおそれの認められる場合、被害の発生が懸

念される国が、合意が必要となる計画に対し

ては、拒否権を行使することをとおして、事

前協議を要するプロジェクトに関しては、事

前協議の場でのコンセンサス到達を要するこ

ととして、環境被害の発生を未然に回避・予

防したり、低減したりすることを可能とする

スキームが整えられている23)。 

 このように、ＭＲＣは、規制的手法による

環境保全を図る制度を有している。そのため、

メコン地域は、前節で確認した北東アジアと

は異なり、環境問題の回避や解決に直結した

規制をもちあわせた環境協力を実施できる制

度が整えられているとの理解が可能だといえ

よう。 

 メコン委員会から暫定メコン委員会を経て、

ＭＲＣに至るメコン河下流域に位置する４か

国による協力を「メコン・レジーム」

（Mekong regime）と総称する24 )。メコ

ン・レジームは、開発推進を規範としてス

タートしたが、途中から環境保全に取り組む

ようになり、徐々にその側面を強めていき、

現在では環境問題の原因となる開発を規制可

能とする制度を有するに至っている。 

 メコン委員会は、水資源の開発と利用のみ

を規範とし、自然環境の保全をその枠外に置

いた。開発のコントロールを実施するとした

が、それもＭＲＣとは異なり、環境問題の予

防や回避を目的としたものではなかった。メ

コン委員会において開発だけが重視されてい

たことは、メコン委員会の事務局員や日本政

府のメコン委員会関連プロジェクトのメン

バーを歴任した堀も指摘している25)。 

 メコン・レジームが活動対象を環境分野へ

と広げ始めたのは、1970 年代の半ば、メコ

ン委員会の最末期であった。1976 年にＵＮ

ＤＰの支援を受けて、環境問題を担当する部

門が設けられた。スウェーデン政府の支援を

受けた水質モニタリングに向けたプロジェク

トも始まり、環境状況の調査研究にも手がつ

けられるようになった。 

 メコン・レジームが本格的に環境問題に取

り組み始めたのは、暫定メコン委員会の時代

であった。1981 年には、ＵＮＤＰとス

ウェーデン政府の開発援助機関であるＳＩＤ

Ａの支援を受けて、流域規模での水質調査が

始まった。また、メコン地域の森林被覆状況

に関する調査をはじめとする各種環境調査・

分析も活発に行われるようになっていった26)。

1985 年からは、水質モニタリングと研究所

間のネットワーク化も実施された27)。1987

年に行われた水資源開発計画の策定指針の改

定では、環境保全に資する項目が計画策定に

統合されることになった28)。さらにはこの時

期、メコン河における魚類の生息数の減少を

受けて、魚類育成センターの設置も行われた

29)。 

 ＭＲＣの時代を迎えると先に述べたように、

環境保全の規範と制度が一層拡大・強化され

ていった。メコン・レジームの原理と規範は、

メコン委員会時代の水資源の開発から、ＭＲ
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Ｃになると、水資源の保全と持続可能な利用

へと変化した。メコン・レジームのこれまで

の展開を俯瞰すると、地域の開発をめぐる規

範が自然環境および天然資源の消費的利用か

ら、その保全と持続可能な利用へと変わり、

そのコンテクストのなかで、環境被害を引き

起こすおそれのある開発の規制を可能とする

制度の導入実現に至った様子が見てとれる。

メコン・レジームにおいては、参加アクター

間で、開発の必要性についての共通理解が確

立していた上に、環境保全とその実現に向け

た協力の必要性が認められ、そのための制度

が導入された30)。 

 ＭＲＣが取り組む環境問題は、同じく対象

とする水資源の開発や利用によって引き起こ

されるものである。たとえば、水力発電を目

的とした大規模ダム開発は、ダム周辺および

下流域での水量の変化だけではなく、ダム湖

の建設に伴う森林破壊、ダム湖内での植生の

変化31)、ダムの湖面から蒸発する大量の水蒸

気による周囲の降水量の増加などを引き起こ

す。また、これらに伴い、生態系の変化も発

生する32)。 

 だからといって、メコン地域において、水

資源開発をすべてやめるべきかといえば、そ

うではない。環境問題の多くは開発に起因す

るが、開発途上国のみによって構成される同

地域は、住民の生活水準の向上に、環境保全

だけではなく、開発の継続も求められる。両

方とも実現できなければ、住民生活に否定的

な影響を及ぼし、域内各国で社会や政治の不

安定化も引き起こしかねない33)。 

 開発と環境保全の双方を統合的に扱った場

合、開発によって生じる環境問題の回避が可

能になるだけではなく、不可避的に生じてし

まう自然環境への影響も最小限に抑えること

もできるようになる。メコン・レジームは、

先に論じたプロセスを経て開発のみを規範と

する協力体から環境保全も規範としてもち併

せるものへと変化し、後者の規範を漸進的に

強めていった。その間に、メコン・レジーム

に参加するメコン下流域諸国は、開発の必要

性だけでなく、環境保全の必要性についての

共通理解も有するようになった。この結果、

メコン・レジームにおいて、自然環境に重大

な悪影響を与えるおそれのある開発の規制を

可能とする制度が導入されるに至っている。 

 ＥＡＮＥＴやＬＴＰ、ＮＥＡＳＰＥＣが対

象とする北東アジアの越境大気汚染問題は、

中国国内における開発の進展に拠るところが

大きい。中国での開発に歯止めをかければ、

改善・解決が図れる可能性が高いが、これが

望ましい解決策だとは言いにくい。中国政府

が受け入れない可能性が高いというだけでは

なく、中国国民の生活水準の向上とそれをと

おした中国、そして北東アジアの安定には、

まだ開発が求められる状況にあるためである

34)。もちろん、環境保全も必要な状況である

ことは言うまでもない。このことから、北東

アジアは、メコン地域と同様に、環境と開発

とのジレンマに直面している状況にあると理

解できる。 

 しかしながら、前節でみたように、北東ア

ジア諸国の政府間での環境協力においては、

環境保全の必要性とともに、開発の必要性に

ついてもアクター間で共有されているのかと

言えば、そうではない。主要アクターである

日中韓３か国間では、中国だけが開発の必要

性を強調している状態にある。日本と韓国は、

環境保全だけを求め、中国が直面する開発の

必要性に、少なくとも環境協力を行う政府間

の枠組みのなかにおいては、目を向けていな

いように見てとれる。 

 メコン地域では、域内諸国の政府間で、環

境保全についてだけではなく、その原因とな

りうる開発についても必要であるとの共通理

解が存在し、環境問題のみを扱う地域協力の

ための政府間の枠組みは成立していないが、

規制型の環境協力の導入に成功している。一

方の北東アジアでは、開発に関する規範が政

府間で共有されておらず、環境問題のみを扱

う地域協力のための枠組みが存在するものの、
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その改善や解決に直結する規制はいまだに見

られない。このことから、北東アジアの環境

協力は、同じく東アジアのサブリージョンで

あるメコン地域の経験を踏まえて、規制を

伴った環境協力の実現に向けて、開発の観点

を取り込み、その必要性について、各国政府

を中心とする関係諸アクター間で共通理解を

形成することが有益だと考えられる。 

 

 

４．東南アジアにおける環境協力の制度強化

と非サブリージョン・アクター 

 

 東南アジアでは、水資源だけではなく、北

東アジア同様、越境大気汚染問題を対象とし

た地域協力も 1990 年代から積極的に展開さ

れてきた。この協力では、酸性雨ではなく、

ヘイズが主な対象とされてきた。ヘイズとは、

森林火災等から発生したばい煙とこれに起因

する自然環境や人体等への否定的影響を総称

する概念である。インドネシア国内での大規

模プランテーション開発を目的とした焼畑を

原因とする森林火災から生じたヘイズは、周

辺のマレーシアやシンガポールにも被害を及

ぼしてきた。また、タイは北部を中心に例年、

乾季の時期に、自国内だけではなく、隣接す

るラオスやミャンマーでの焼畑とそれに起因

する森林火災によって生じるヘイズに見舞わ

れている35)。 

 東南アジアにおけるヘイズを中心とする越

境大気汚染問題に関する協力は、ＡＳＥＡＮ

の枠組みのなかで展開されてきた。ＡＳＥＡ

Ｎにおいて、1995 年に「越境汚染協力計画

36)」が、1997 年にはこれを強化した「地域

ヘイズ行動計画37)」が、それぞれ策定された。

ＡＳＥＡＮ加盟各国は、これらの計画に基づ

き、森林火災の予防やモニタリング・メカニ

ズムの創設、森林火災への対応力の向上を行

うこととされた。 

 ＡＳＥＡＮでの越境大気汚染問題に関する

協力は、当初、法的拘束力を有する文書に基

づくものではなかった。越境汚染協力計画と

地域ヘイズ行動計画は、いずれも法的拘束力

を伴わないものであった。北東アジアでの越

境大気汚染問題を対象とした協力と同様、欧

州の環境協力と比較した場合に見られる制度

面での弱さを抱えていた。この結果、各計画

で定められた取り組みが実施されないケース

が目立ち、結果的にヘイズの災禍が繰り返さ

れた38)。越境汚染協力計画と地域ヘイズ行動

計画は、定められた取り組みがすべて実施に

移されれば、ヘイズ問題の発生を予防するこ

とが可能なものであった39)。このため、ＡＳ

ＥＡＮの内部では、越境大気汚染問題に関す

る協力の実効性確保が課題となった。 

 ＡＳＥＡＮ諸国は 2002 年、ヘイズとその

主な原因である森林火災を対象とした法的拘

束力を伴う新たな文書を締結した。「ＡＳＥ

ＡＮヘイズ協定40)」と命名されたこの文書は、

前身である地域ヘイズ行動計画の基本的な考

え方と内容を踏襲しながらも、取り組みの実

効性を担保するために、法的拘束力が導入さ

れた。東南アジアは、ＡＳＥＡＮヘイズ協定

の締結によって、越境大気汚染問題に関する

協力の制度強化を実現させた。なお、ＡＳＥ

ＡＮヘイズ協定は、環境問題を対象としたも

のでは、東アジアで初めての法的拘束力を伴

う文書となった。 

 法的拘束力を伴ったかたちでのＡＳＥＡＮ

ヘイズ協定の形成は、非サブリージョン・ア

クターの関与によって可能となった。非サブ

リージョン・アクターとは、サブリージョン

を構成する各国、ならびにその内部に存在す

る諸アクター（地方政府や企業、ＮＧＯ／Ｎ

ＰＯ等）以外を指す概念であり、域外諸国政

府やそれらを含むＩＧＯなどが該当し、当該

サブリージョン諸国の政府のみによって形成

されるＩＧＯは、サブリージョン・アクター

に含まれる（図４）。ＡＳＥＡＮ内部では、

ＡＳＥＡＮヘイズ協定の前身となる地域ヘイ

ズ行動計画の施行後、その実行力の弱さが問

題となり、実効性の確保に向けた、法的拘束 
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図４ 非サブリージョン・アクターの概念 

（出典）筆者作成。 

力を有する文書の形成を求める声が上がった。

この動きに対しては、ＡＳＥＡＮ各国の環境

担当大臣からは当初、消極的な反応が示され

た。そのような状況のなかで、法的拘束力を

伴う文書の実現に向けて、国連加盟各国をメ

ンバーとする国連環境計画（ＵＮＥＰ）、な

らびに欧米の先進諸国も加盟するアジア開発

銀行（ＡＤＢ）が積極的に支援を行った。こ

の結果、ＡＳＥＡＮヘイズ協定は、法的拘束

力の伴うかたちの文書として日の目を見るこ

とになった41)。 

 非サブリージョン・アクターの関与は、メ

コン地域における協力の強化にも貢献してき

た。先に論じたように、ＭＲＣは、ＵＮＤＰ

の支援によって発足が可能となった42)。メコ

ン地域の生態系・生物多様性の保全を対象と

した取り組みは、ＡＤＢのイニシアチブによ

る「大メコン圏プログラム43)」（ＡＤＢ－Ｇ

ＭＳ）のもとで実現している。 

５．おわりに 

 本稿では、北東アジアにおける環境協力の

強化に資すると考えられる点は何かという問

題意識に基づき、同地域と同じく東アジアの

サブリージョンであり、政治・経済体制だけ

ではなく、宗教や民族、社会の面でも多様性

に富み、かつ歴史認識や領土の点でいまだに

政府間での厳しい対立も見られる東南アジア

およびメコン地域における環境協力とその展

開を検討してきた。 

 第２節では、越境大気汚染問題に関する対

応を事例として、北東アジアの環境協力が制

度的にも取り組みの内容に関しても問題の改

善・解決に向けては弱さを抱えたものである

ことを見た。第３節においては、メコン地域

に焦点を当て、メコン河の水資源を対象とし

た政府間組織であるメコン・レジームが水資

源の開発・利用の推進という規範の上に、環

境保全が不可欠であるとする規範をかたちづ

くり、その実現に求められる規制を可能とす

る制度の導入を実現してきたと論じた。第４

節は、東南アジアの越境大気汚染問題に係る

法的拘束力をもった取り極めがＵＮＤＰやＡ

ＤＢといった域外諸国を含むＩＧＯに代表さ

れる非サブリージョン・アクターの関与に

よって実現したことを示すとともに、メコ

ン・レジームにおける環境問題への対応も同

アクターによって後押しされた経験をもつこ

とを指摘した。 

 環境協力にとって、開発の推進は相反する

規範だと理解することが一般的である。なぜ

なら、環境被害は通常、開発による自然環境

の破壊により生じるためである。このため、

開発の推進という規範は一般的に、環境問題

の改善・解決に向けた地域協力の外側に置か

れることになる。環境協力の成功例として参

照される機会の多い欧州における越境大気汚

染問題を対象とした地域協力は、実際にそう

であった。その一方で、メコン地域は、水資

源の開発・利用の推進という規範を基礎とし

て、環境保全の必要性に関する共通理解を形

成し、その実現に求められる規制型の取り組

みを可能とする制度を導入するに至った。 

 地域協力は通常、域内諸国に共通する課題

への対応策として、域内諸国がまとまって対

応するためにとられる手法であり、それはと
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きに、域外の諸アクターを排除したり、それ

らに対して対抗したりする側面をもつことに

なる。しかし、東南アジアは、ＵＮＤＰやＡ

ＤＢといったグローバル・レベル、あるいは

域外諸国が大きなイニシアチブをもつ諸アク

ターの関与をとおして、環境協力に法的拘束

力を導入する結果を得ている（表１）。 

 開発の必要性に関する共通理解と非サブ

リージョン・アクターの関与は、いずれもサ

ブリージョン・レベルにおける環境協力に

とって、「外部」に位置する要素であるが、

東南アジアならびにメコン地域の事例におい

ては、その強化に寄与するものであった。北

東アジアは、東南アジアやメコン地域と同様

に、東アジアのサブリージョンの１つであり、

かつ域内諸国の関係性において多くの類似点

を有する。 

 以上のことから、北東アジアにおける環境

協力の強化に、開発と非サブリージョン・ア

クターという２つの「外的」要因が寄与でき

ると考えられよう。ただし、ここで１点、非

サブリージョン・アクターの関与という点に

関しては留意が必要であると附言しておきた

い。北東アジアと東南アジアやメコン地域と

の間には、相違点もある。前者は日中韓とい

う大国の集合体であるのに対して、後者は中

小国から構成されている。サブリージョンを

かたちづくる諸国ならびにそれらによる政府

間組織と国連を筆頭とするＩＧＯ等の非サブ

リージョン・アクターとの力関係を考えた場

合、東南アジアやメコン地域のケースでは非

サブリージョン・アクターのほうが上回るが、

北東アジアの場合ではそうではない。この点

を踏まえると、北東アジアの環境協力の強化

に関して、いかにして非サブリージョン・ア

クターが日中韓という諸大国に対して各種影

響力を発揮できる環境を整えていくのかとい

う次の研究上の課題が浮かび上がってくる。 

表１ 東アジアのサブリージョンにおける環境協力の制度と「外的」要因の状況 
 

 北東アジア メコン地域 東南アジア 

制
度 

規制的手法 ✕ 〇 ✕ 

法的拘束力 ✕ ✕ 〇 

「
外
的
」
要
因 

開発に関する 

共通理解 
✕ 〇 〇 

非サブリージョン・ 

アクターの関与 
✕ 〇 〇 

（出典）筆者作成。 
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Two “Outside” Factors for Strengthening Environmental Cooperation in Northeast 
Asia: 
Experiences in the Mekong region and Southeast Asia 

Masashi YOKOTA 
Senior Lecturer, Hachinohe Gakuin University 

Environmental cooperation in Northeast Asia not only fails to regulate actions and 
substances that cause environmental damage, but is also weak institutionally, without legal 
binding force. When East Asia is considered as a region, Northeast Asia, Southeast Asia, and 
the Mekong region fall into sub-regions, and similarities in relations among countries within 
the region can be recognized. In Southeast Asia, the involvement of international 
organizations, including those from outside the region, has led to the formation of legally 
binding environmental agreements. The Mekong region, based on the norm of promoting 
development, has introduced institutions that enable the regulation of activities that cause 
environmental damage. From these points of view, two points "outside" of environmental 
cooperation in the subregion, (1) development and (2) non-subregional actors, can contribute 
to the strengthening of environmental cooperation in Northeast Asia. 
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